
平成 18 年度 第３回練馬区国民保護協議会 議事録 

 

【日時】 

平成 18 年 12 月 22 日（金） 14:00～14:30 

 

【場所】 

練馬区役所本庁舎７階 練馬区防災センター 

 

【議事次第】 

１ 開会 

２ 会長挨拶 

３ 議題 

（１） 練馬区国民保護計画（素案）の修正案 

（２） 答申文の決定 

４ 報告 

（１） パブリックコメント等の実施結果について 

（２） 東京都との協議日程等について 

５ その他 

６ 閉会 

 

【提出資料】 

（資料１） 練馬区国民保護計画（素案）の修正（案）（※資料１別添含む） 

（資料１―２） 防衛庁の省移行関連法案の成立に伴う練馬区国民保護計画の記載の修

正について 

（資料２） 練馬区国民保護計画に対する協議会意見（答申）（案） 

（資料３） パブリックコメントおよび区民防災組織説明会における練馬区国民保護計

画（素案）への意見について 

（資料４） 練馬区国民保護計画（案）に関する東京都との協議等の日程について（予

定） 

（その他） 練馬区国民保護計画（案）、別冊資料編 

 

【会議概要】 

素案修正事項と関連するため、４ 報告「（１） パブリックコメント等の実施結果に

ついて」を先に説明 

１ パブリックコメント等の実施結果について 

〈事務局より資料３をもとに説明〉 
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【パブリックコメント実施結果】 

平成 18 年 10 月 11 日～同月 31 日の期間に区報等を通じて、区国民保護計画（素

案）に関するパブリックコメントを実施。 

意見総数は、11 人の個人、５団体から計 51 件。 

その内訳（計 51 件）は、法制・区計画全般に関することが 12 件（法制・区計画

策定の見直しを求めるものが８件、法制・区計画の推進を求めるものが４件）、法制・

区計画の個別項目に関することが 32 件、その他意見・要望が７件。 

 

【区民防災組織説明会実施結果】 

平成 18 年 10 月７日、練馬文化センターにおいて区民防災組織説明会を実施。 

町会等を中心とした防災会、区内 103 校の小中学校の避難拠点運営連絡会代表者、

計 121 名が出席し、２件のご意見を頂いた。 

 

 

２ 練馬区国民保護計画（素案）の修正案について 

〈事務局より資料１練馬区国民保護計画（素案）の修正（案）等をもとに説明〉 

【「第２編 平素からの備え」「第１章 組織・体制の整備等」「第４ 情報収集・

提供等の体制整備」「３ 安否情報の収集、整理および提供に必要な準備」「（１） 

安否情報収集のための体制整備」について】 

「安否情報の収集に関する総務省令」の改正に合わせて、丸数字の項目を修正・

追加。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ25］ 

 

【「第２編 平素からの備え」「第１章 組織・体制の整備等」「第４ 情報収集・

提供等の体制整備」「４ 被災情報の収集・報告に必要な準備」「《防災無線等を

活用した被災情報の収集・報告系統》」について】 

消防団には防災行政無線がないため、図中の消防署と消防団の間の防災行政無線

を示す太線を削除。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ27、資料１別添］ 

 

【「第３編 武力攻撃事態等への対処」「第２章 練馬区国民保護対策本部の設置

等」「１ 区対策本部の設置」「（６） 各部の専管事項」について】 

区内消防署から追加記載の提案を受け、表中の教育部の下に、区対策本部員であ

る消防吏員の具体的な対応事項について追加。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ48］ 
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【「第３編 武力攻撃事態等への対処」「第２章 練馬区国民保護対策本部の設置

等」「１ 区対策本部の設置」「（７） 区対策本部における広報等、（８） 区

現地対策本部の設置」について】 

区の計画であるため、「（７） 区市町村対策本部における広報等」、「（８） 区市

町村現地対策本部の設置」から「市町村」の文言を削除し、「（７） 区対策本部に

おける広報等」、「（８） 区現地対策本部の設置」に修正。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ49］ 

 

【「第３編 武力攻撃事態等への対処」「第２章 練馬区国民保護対策本部の設置

等」「３ 通信の確保」「（２） 情報通信手段の機能確認」について】 

連絡系統を詳細に表現するため、「都を通じて」の記載を追加。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ51］ 

 

【「第３編 武力攻撃事態等への対処」「第２章 練馬区国民保護対策本部の設置

等」「４ 特殊標章等の交付および管理」について】 

①および②の記載について、「区長が水防管理者として実施する場合」を補記。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ51］ 

 

【「第３編 武力攻撃事態等への対処」「第７章 安否情報の収集・提供」「１ 安

否情報の収集」「（１） 安否情報の収集」について】 

安否情報の収集や提供に関する根拠法令を明示し、その一部を引用する形で記載

を修正。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ76］ 

 

【「第３編 武力攻撃事態等への対処」「第７章 安否情報の収集・提供」「１ 安

否情報の収集」「（２） 安否情報収集の協力要請」について】 

情報収集の協力を求める内容について明確化するため、「安否情報の提供への協

力」を「安否情報の収集についての協力」に修正。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ76］ 

 

【「第３編 武力攻撃事態等への対処」「第７章 安否情報の収集・提供」「３ 安

否情報の照会に対する回答」「（２） 照会者の本人確認」について】 

安否情報の収集・提供等の手続を詳細にという区民の方からの意見を受け、安否

情報照会の受付の際の本人確認の手続が総務省令に記載されていることを踏まえ、

「（１） 安否情報の照会の受付」の次に「（２） 照会者の本人確認」の項目を追

加。［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ77］ 
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【「第３編 武力攻撃事態等への対処」「第７章 安否情報の収集・提供」「３ 安

否情報の照会に対する回答」「（３） 安否情報の回答」について】 

「（２） 照会者の本人確認」の追加に伴い、「（２） 安否情報の回答」を「（３） 

安否情報の回答」に修正。重複部分を削除し、表現を整理。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ77］ 

 

【「第３編 武力攻撃事態等への対処」「第７章 安否情報の収集・提供」「３ 安

否情報の照会に対する回答」「（４） 個人の情報の保護への配慮」について】 

「（２） 照会者の本人確認」の追加に伴い、「（３） 個人の情報の保護への配慮」

を「（４） 個人の情報の保護への配慮」に修正。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ78］ 

 

【「第３編 武力攻撃事態等への対処」「第７章 安否情報の収集・提供」「４ 日

本赤十字社に対する協力」について】 

「３ 安否情報の照会に対する回答」の項目番号の変更に伴い、「３（２）、（３）」

を「３（３）、（４）」に修正。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ78］ 

 

【「第３編 武力攻撃事態等への対処」「第８章 武力攻撃災害への対処」「第１ 

武力攻撃災害への対処」「２ 武力攻撃災害の兆候の通報」「（１） 都知事への

通知」について】 

災害の兆候について例示を列挙して分かりやすくという区民の方からの意見を受

け、「火災・建造物の倒壊・動物の大量死など」の記載を追加。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ79］ 

 

【「第３編 武力攻撃事態等への対処」「第８章 武力攻撃災害への対処」「第３ 

生活関連等施設における災害への対処等」「２ 危険物質等に係る武力攻撃災害

の防止および防除」「（２） 警備の強化および危険物質等の管理状況報告」に

ついて】 

区長がより適切な対応がとれるよう、「（１） 危険物質等に関する措置命令」の

次に「（２） 警備の強化および危険物質等の管理状況報告」の項目を追加。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ86］ 
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【「第３編 武力攻撃事態等への対処」「第９章 被災情報の収集および報告」に

ついて】 

報告の内容と方法を明確にするため、記載を修正。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ90］ 

 

【「第４編 復旧等」「第１章 応急の復旧」「１ 基本的考え方」「（２） 通信機

器の応急の復旧」について】 

連絡系統を明確に表現するため、「都を通じて」の記載を追加。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ94］ 

 

【「第５編 大規模テロ等（緊急対処事態）への対処」「第２章 通常時における

情報収集」について】 

武力攻撃事態等と同様に、「火災・建造物の倒壊・動物の大量死など」の記載を追

加。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ100］ 

 

【「第５編 大規模テロ等（緊急対処事態）への対処」「第３章 発生時の対処」「３ 

区災害対策本部等による対応」「（３） 応急措置」「① 被災者の救援」につい

て】 

東京ＤＭＡＴの業務内容に未確定な部分があるため、東京ＤＭＡＴに関する記載

を削除。 

［※練馬区国民保護計画（案）Ｐ102］ 

 

【防衛庁の省移行関連法案の成立に伴う練馬区国民保護計画の記載の修正につい

て】 

法案の成立に伴って文言を防衛庁であれば防衛省、防衛庁長官であれば防衛大臣

というように記載を改める予定。 

［※資料１－２］ 

 

〈意見〉 

●会長 

内容にご質問があれば、ご質問下さい。 

●協議会委員 

（※発言は特になし。）了承。 
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３ 答申文について 

〈事務局より資料２をもとに説明〉 

この答申（案）は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法

律第 39 条第２項に基づき、意見を提出するという内容になっており、「１ 練馬区

国民保護計画は、本協議会で答申した別添の練馬区国民保護計画（案）に基づいて

策定を進めること」、「２ 計画（案）について、東京都との協議を円滑に進め、平

成 18 年度中に計画決定をすること」、「３ 今後は区計画も含めて、国民保護法制全

般の普及啓発に努めること」の３点を付記している。 

〈意見〉 

●会長 

この答申（案）について、ご質問等があればお寄せ下さい。 

●協議会委員 

（※発言は特になし。）了承。 

●会長 

ご意見なしと認め、本日の答申（案）の通り、答申させて頂きます。 

 

 

４ 東京都との協議日程等について 

〈事務局より資料４をもとに説明〉 

今後は、平成 19 年２月末までに東京都との事前相談（区国民保護計画（案）に関

する意見交換、東京都内部での調整・検討、最終意見調整）を行い、同年３月上旬

に東京都への協議文書の提出を経て、同月中旬頃に東京都との協議を終了し、計画

の決定というスケジュールを予定している。 

〈意見〉 

●事務局説明 

ご意見、ご質問等があれば頂きたい。 

●協議会委員 

（※発言は特になし。）了承。 
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